
 

 

事 前 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 街路事業（現道拡幅） 

地 区 名 知多都市計画道路３・３・１１号名古屋半田線 

事業箇所 東海市加木屋町地内 

事業のあ

らまし 

本路線は、名古屋市と半田市を結ぶ知多半島の骨格をなす主要幹線道路として、地域防災の拠

点となる消防署や西知多総合病院への重要なアクセス道路に位置づけられており、慢性的に渋滞

している現道のバイパスとして整備を行っている。 

本区間は、東海市の区画整理事業により暫定２車整備されているが、４車線の街路整備を行っ

ている南北区間（東海・東浦工区、南加木屋工区）に併せた円滑な自動車交通ネットワークの確

保が求められている。 

本区間を整備する事で、南北区間の事業効果の一層の発現と地域防災機能の向上を図るもので

ある。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

 ○知多半島北部の南北軸の強化 

 ○現道における渋滞解消と交通安全の確保 

【副次目標】（必要に応じて記載する） 

 ○緊急時の避難・救助機能の向上（第二次緊急輸送道路の強化） 

 

事 業 費 
事業費 内訳 

 ■工事費４．０億円、□用補費０億円、■その他 ０．１億円 

事業期間 採択予定年度 平成２７年度 着工予定年度 平成２７年度 完成予定年度 平成３０年度 

事業内容 
車道拡幅（多車線化） 

（延長０．９ｋｍ、幅員２２ｍ、車線数２→４） 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性 

1) 必要性 

 

現道は、平成 22 年度道路交通センサスにおいて 16,259 台/日、混雑度 1.10、混雑時旅行

速度25.5km/h（上り方面）と慢性的な交通渋滞の発生が問題となっており、４車線の街路整

備を行っている南北区間に併せ、本工区の整備が必要である。 

判定 

 Ａ 
A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 

B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 

【理由】 

本工区の整備により、南北区間と合わせた事業効果の発現が期待できる。また、円滑な自

動車交通ネットワークも確保できるため、事業の必要性は高いと考える。 

②
事
業
の
実
効
性 

1) 事業計画  

 

（別紙４）

４．１億円 



 

 

2) 地元の合

意形成 

地域防災の拠点となる消防署や西知多総合病院の重要なアクセス道路として、地域の安全、

安心の一層の向上が見込まれるため、地元では早期整備が望まれている。 

判定 

 Ａ 
A： 事業計画の実効性が期待できる。 

B： 事業計画の実効性が期待できない。 

【理由】 

前後の区間が整備されている事から、事業の実効性は高いものと考えます。 

Ⅲ 対応方針 

妥当である 
事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてＡ判定であるもの。 

事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 

【主な評価内容】 

・整備による周辺交通の変化（交通量、旅行速度） 

・通行の快適性や安全性の向上に関する地元の満足度（アンケート） 

 


